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社
会
条
件・政
策
環
境
の
激
変
と
幹
部
管
理
の
課
題

白　
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立
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●
幹
部
の
能
力
不
足
と
倫
理
観
の
欠
如

　

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
一
一
日
、
中
国
共
産
党
第

一
六
期
中
央
委
員
会
第
六
回
全
体
会
議
で
、
綱
領

的
文
書
で
あ
る
「
社
会
主
義
調
和
社
会
の
構
築
を

め
ぐ
る
若
干
の
重
大
問
題
に
関
す
る
中
共
中
央
の

决
定
」（
以
下
「
決
定
」
と
い
う
）
が
採
択
さ
れ
た
。

「
決
定
」
は
、
胡
錦
濤
政
権
が
、「
新
世
紀
、
新
段

階
」
に
中
国
が
直
面
す
る
新
た
な
危
機
と
挑
戦
に

対
し
て
提
起
し
た
全
体
的
、
全
局
的
な
対
応
方
策

で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
決
定
」

に
お
い
て
、
中
国
共
産
党
が
現
在
の
中
国
の
矛
盾

と
不
安
定
要
因
を
、
第
一
に
社
会
経
済
分
野
に
存

在
す
る
問
題
と
矛
盾
、
第
二
に
体
制
と
民
主
法
制

の
未
整
備
、
第
三
に
中
国
の
幹
部
管
理
の
問
題
、

す
な
わ
ち
指
導
幹
部
の
「
資
質
、
能
力
、
態
度
と

新
た
な
情
勢
、
新
た
な
任
務
の
要
求
」
と
が
合
致

せ
ず
、
腐
敗
問
題
が
深
刻
で
あ
る
こ
と
だ
と
認
識

し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
中
国
共
産
党
は
、
党
の
機
関

を
含
む
公
的
部
門
の
人
員
の
能
力
不
足
と
倫
理
観

の
欠
如
を
「
社
会
の
調
和
に
影
響
を
及
ぼ
す
矛
盾

と
問
題
」
の
一
つ
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
ま

た
こ
れ
ら
が
、
す
で
に
顕
在
化
し
て
い
る
中
国
社

会
が
抱
え
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
や
国
内
制
度

の
未
整
備
を
一
層
深
刻
化
さ
せ
て
い
る
と
い
う
結

論
に
た
ど
り
つ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
公

的
部
門
の
人
員
を
い
か
に
有
効
に
選
抜
し
、
管
理

す
る
か
が
、
現
在
中
国
が
最
も
積
極
的
に
取
り
組

む
べ
き
重
要
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

国
民
意
識
と
社
会
利
益
の
多
元
化
な
ど
社
会
の

多
元
化
と
「
社
会
問
題
の
噴
出
」
に
象
徴
さ
れ
る

社
会
条
件
・
政
策
環
境
の
激
変
は
、
こ
こ
三
〇
年

来
の
改
革
開
放
の
結
果
で
あ
る
（
参
考
文
献
①
、

⑤
）。
ま
た
こ
の
激
変
は
中
国
固
有
の
政
治･

行

政
制
度
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
そ
の
変

更
を
迫
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
主
義
の
基
本
要
素

と
し
て
の
中
国
共
産
党
に
よ
る
絶
対
的
支
配
だ
け

が
い
ま
だ
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
中

国
は
社
会
条
件
・
政
策
環
境
の
激
変
に
対
応
す
る

た
め
の
政
策
手
段
と
し
て
、
今
後
も
党
に
よ
る
絶

対
的
支
配
を
堅
持
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

中
国
は
、
党
に
よ
る
絶
対
的
支
配
を
堅
持
す
る

た
め
の
具
体
的
な
制
度
装
置
と
し
て
の
従
来
か
ら

の
党
に
よ
る
幹
部
管
理
制
度
に
、
優
秀
な
人
材
の

選
抜
制
度
や
近
代
的
公
務
員
制
度
の
構
築
な
ど
の

改
革
を
施
し
た
新
た
な
幹
部
管
理
制
度
を
、
今
日

の
社
会
条
件
・
政
策
環
境
の
激
変
へ
の
有
効
な
対

応
手
段
と
し
て
重
要
視
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
中
国
の
幹
部
管
理
制
度
・
公
務
員

制
度
の
現
状
を
検
討
し
、
中
国
に
お
い
て
幹
部
管

理
の
問
題
が
い
か
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
課
題
を
提
起
し
た
い
。

●
公
務
員
法
の
施
行
と
近
代
的
公
務
員
制

　

中
国
は
、
幹
部
管
理
制
度
の
改
革
と
し
て
、
す

で
に
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
近
代
的
公
務
員
制
の

導
入
を
試
み
、
さ
ら
に
幹
部
の
「
競
争
昇
進
」
や

「
公
開
選
抜
」
な
ど
を
導
入
す
る
共
産
党
と
政
府

（
党
政
）
の
エ
リ
ー
ト
選
抜
制
度
の
改
革
を
試
行

し
、
徐
々
に
制
度
化
と
法
制
化
を
進
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
制
度
の
設
計
と
変
革
は
、
幹
部
管
理
が

抱
え
る
問
題
、
と
り
わ
け
中
国
の
社
会
条
件
の
変

化
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

一
般
に
中
国
で
は
「
官
本
位
」
の
伝
統
が
根
強

く
、
一
九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和
国
建
国
以
来
、

社
会
主
義
建
設
の
過
程
で
、
社
会
価
値
に
お
け
る

党
と
政
治
の
重
要
な
位
置
を
過
度
に
強
調
し
た
た

め
、
国
の
政
治
や
社
会
秩
序
に
お
い
て
、
公
的
部

門
の
人
員
で
あ
る
「
官
」
や
「
幹
部
」
が
指
導
す

る
、
統
治
す
る
と
い
う
特
徴
が
顕
著
に
現
れ
た
。
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長
い
間
彼
ら
は
「
幹
部
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
こ
の

言
葉
は
一
定
の
公
権
力
を
持
つ
こ
と
を
表
す
だ
け

で
は
な
い
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
一
種
の
身
分
、

す
な
わ
ち
特
権
、
エ
リ
ー
ト
の
代
名
詞
と
な
っ
て

い
る
点
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
六
年
一
月
一
日
、
中
華
人
民
共
和
国
史

上
初
め
て
公
務
員
法
が
施
行
さ
れ
た
。
公
務
員
法

は
公
務
員
の
範
囲
を
概
括
的
に
規
定
し
て
い
る
だ

け
で
、
具
体
的
に
列
挙
し
て
い
な
い
。
長
い
間
中

国
で
は
、
共
産
党
の
機
関
、
人
民
代
表
大
会
の
機

関
、
行
政
機
関
、
政
治
協
商
会
議
の
機
関
、
司
法

機
関
、
検
察
機
関
、
民
主
党
派
の
機
関
の
七
機
関

の
単
純
労
働
者
（
中
国
語
で
「
工
勤
人
員
」）
を

除
く
、
役
職
者
（
同
「
領
導
成
員
」）
と
一
般
人

員
（
同
「
工
作
人
員
」）
が
「
幹
部
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
。
そ
の
後
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
日
に

施
行
さ
れ
た「
国
家
公
務
員
暫
行
条
例
」（
以
下「
暫

行
条
例
」
と
い
う
）
で
は
、
同
条
例
が
行
政
機
関

に
お
け
る
役
職
者
と
一
般
人
員
に
の
み
適
用
さ
れ

る
と
規
定
さ
れ
、
公
務
員
の
範
囲
は
大
き
く
狭
め

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
公
務
員
法
施
行
後
、
実
際

に
は
、
七
機
関
の
役
職
者
と
一
般
人
員
も
公
務
員

に
想
定
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
公
務
員
法
に
よ
り
、

公
務
員
の
範
囲
は
拡
大
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

中
国
で
は
こ
の
暫
行
条
例
の
施
行
を
き
っ
か
け

に
、
い
わ
ゆ
る
近
代
的
公
務
員
制
度
が
導
入
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
（
参
考
文
献
②
）。
近
代
的
公

務
員
制
は
現
在
多
く
の
国
に
導
入
さ
れ
、
中
国
も

そ
の
例
外
で
は
な
い
。
中
国
は
一
九
八
〇
年
代
後

期
に
、
近
代
化
政
策
と
い
う
新
し
い
国
策
を
推
進

す
る
た
め
に
、
行
政
機
関
の
幹
部
を
近
代
的
公
務

員
制
度
で
管
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
幹

部
制
度
を
改
革
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
当
時
の
制

度
設
計
者
た
ち
は
、
政
治
改
革
の
推
進
を
そ
の
念

頭
に
置
き
、
一
九
世
紀
後
半
の
西
欧
諸
国
に
お
け

る
職
能
国
家
の
出
現
過
程
で
生
ま
れ
た
近
代
的
公

務
員
制
と
同
様
の
、「
党
政
分
離
」
と
行
政
効
率

の
追
求
と
い
う
二
つ
の
原
則
を
新
た
な
幹
部
管
理

制
度
に
盛
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
特
に
公
務
員
法
の
施
行
を
機

に
、
公
務
員
の
範
囲
が
拡
大
し
、「
党
が
幹
部
を

管
理
す
る
」
原
則
が
法
定
化
さ
れ
る
な
ど
、
旧
来

の
幹
部
管
理
制
度
へ
の
後
退
が
起
き
た
た
め
、
現

在
、
中
国
の
近
代
的
公
務
員
制
構
築
の
実
際
の
動

機
は
、
行
政
効
率
の
追
求
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
点
は
、
当
時
の
張
柏
林
国
家
人
事
部
長
に
よ
る

公
務
員
法
の
立
法
原
則
と
立
法
指
導
思
想
の
説
明

か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
（
参
考
文
献
③
）。
ま
た
、

こ
れ
は
、
一
九
八
九
年
の
「
天
安
門
事
件
」
後
の

党
の
権
力
集
中
指
向
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
（
参
考
文
献
⑤
）。

　

公
務
員
法
の
施
行
に
伴
い
、
暫
行
条
例
が
廃
止

さ
れ
、
公
務
員
の
範
囲
が
大
幅
に
広
が
っ
た
。
先

述
の
七
機
関
の
人
員
が
中
国
の
実
質
的
な
公
務
員

の
範
囲
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
単
純
労
働
者
は
従
来

ど
お
り
公
務
員
に
は
含
ま
れ
ず
（
参
考
文
献
⑥
）、

公
務
員
に
は
旧
来
の
「
幹
部
」
の
身
分
的
特
徴
と

特
権
的
性
格
が
残
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
旧
来
の
幹

部
管
理
へ
の
制
度
上
の
後
退
が
、
中
国
の
政
治
発

展
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
は
注
目
す

べ
き
点
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
こ
こ
で
い
う
中
国
の

幹
部
管
理
、
あ
る
い
は
党
政
エ
リ
ー
ト
の
管
理
制

度
の
問
題
は
、
現
在
で
は
実
質
的
に
公
務
員
管
理

の
問
題
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
社
会
利
益
構
造
の
変
化

　

中
国
が
市
場
経
済
に
転
換
す
る
過
程
で
、
経
済

体
制
と
社
会
構
造
が
急
激
に
変
化
し
、
同
時
に
党

政
エ
リ
ー
ト
や
公
務
員
に
も
大
き
な
変
化
が
起
き

て
い
る
。
他
方
、
社
会
の
中
に
は
、
彼
ら
に
対
す

る
不
信
感
と
非
難
が
高
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、
幹
部
の
統
制
・
管
理
を
意

味
す
る
「
吏
治
」
と
い
う
言
葉
を
検
索
す
る
と
、

三
〇
万
件
余
り
も
の
検
索
結
果
が
表
示
さ
れ
、

人
々
の
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、

公
務
員
の
「
銭
権
交
易
」（
金
銭
と
権
力
の
取
引
）

や
「
尋
租
」（
レ
ン
ト
・
シ
ー
キ
ン
グ
＝
権
力
を

利
用
し
て
超
過
利
潤
を
追
求
す
る
こ
と
）
な
ど
腐

敗
に
関
す
る
事
件
の
発
生
、
人
を
雇
っ
て
の
政
敵

暗
殺
、
売
位
売
官
な
ど
公
務
員
の
昇
進
管
理
に
関

す
る
問
題
が
増
加
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
大
学
生
の
間
で
は
民
間
部
門
へ
の
就
職
難

な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
公
務
員
は
依
然
と
し
て
最

も
人
気
の
高
い
職
業
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
た

現
象
は
、
幹
部
管
理
の
問
題
が
公
的
部
門
内
部
の

問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
共
産
党
が
憂
慮
す
る

よ
う
に
、
社
会
問
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　

改
革
開
放
に
よ
り
、
中
国
の
社
会
利
益
構
造
に

重
大
な
変
化
が
生
じ
、
深
刻
な
社
会
問
題
が
引
き

起
こ
さ
れ
て
い
る
点
は
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
現
在
、
こ
の
社
会
利
益
構
造
の
変
化
の
勢

い
は
、
弱
ま
る
ど
こ
ろ
か
、
強
ま
る
一
方
で
あ
る
。

特 集特 集
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社
会
主
義
市
場
経
済
が
進
み
、
経
済
が
急
成
長
を

続
け
る
に
つ
れ
て
、
国
と
社
会
、
公
的
部
門
と
民

間
部
門
、
政
府
と
国
民
、
公
権
力
と
個
人
の
関
係

も
再
構
築
さ
れ
、
両
者
の
関
係
が
よ
り
緊
密
に
な

り
、
公
権
力
も
人
々
の
日
常
生
活
に
深
く
入
り
込

む
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
公
権
力
は

ま
す
ま
す
利
益
分
配
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
特

に
公
的
部
門
と
そ
の
人
員
の
伝
統
的
な
地
位
と
権

威
が
市
場
経
済
の
状
況
下
で
依
然
と
し
て
存
続
し

て
い
る
。
そ
し
て
経
済
成
長
に
よ
っ
て
支
配
可
能

な
公
共
資
源
が
計
画
経
済
期
に
比
べ
て
激
増
し
た

こ
と
に
よ
り
、
実
際
の
公
権
力
は
大
幅
に
強
化
さ

れ
た
。
そ
の
結
果
、
公
権
力
と
経
済
利
益
の
間
の

取
引
の
機
会
が
増
え
て
い
る
。

　

こ
の
利
益
構
造
の
変
化
を
、
近
代
化
政
策
の
推

進
に
伴
い
、
政
府
主
導
に
よ
る
多
様
な
利
益
の
調

整
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
激
増
と
質
の
変
化
、
公
共

生
活
に
お
け
る
公
的
部
門
の
役
割
増
大
な
ど
近
代

国
家
の
特
徴
が
中
国
に
も
現
れ
始
め
た
と
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、

利
益
構
造
の
変
化
に
対
す
る
認
識
の
違
い
で
あ
る
。

先
述
の
「
決
定
」
に
よ
れ
ば
、
共
産
党
と
政
府
は
、

「
各
方
面
の
利
益
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
と
い
う

任
務
は
困
難
で
重
い
」
と
認
識
し
て
い
る
。
し
か

し
、
公
的
部
門
と
そ
の
人
員
は
、
経
験
・
制
度
・

意
識
の
面
で
十
分
な
準
備
が
整
わ
な
い
う
ち
に
、

複
雑
多
岐
な
利
益
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。

他
方
、
共
産
党
と
民
衆
は
彼
ら
に
対
し
、
よ
り
積

極
的
、
合
理
的
、
公
正
、
公
平
、
効
率
的
な
判
断

に
よ
っ
て
実
際
の
利
益
分
配
を
行
う
よ
う
求
め
て

い
る
。
胡
錦
濤
政
権
が
「
調
和
社
会
」
の
構
築
や

「
科
学
的
発
展
観
」
を
掲
げ
、
さ
ら
に
公
共
政
策

の
制
定
・
実
施
は
人
民
大
衆
に
近
い
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
提
起
し
た
こ
と
は
、
公
的
部
門

と
そ
の
人
員
が
積
極
的
に
民
意
に
応
え
る
こ
と
を

求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

●
幹
部
管
理
制
度
改
革
の
意
図

　

こ
の
よ
う
な
役
割
転
換
が
短
期
間
に
起
こ
っ
た

た
め
、
公
的
部
門
、
と
り
わ
け
公
的
部
門
の
人
員

は
順
応
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
腐
敗

や
幹
部
管
理
の
問
題
が
増
え
る
と
と
も
に
、
深
刻

な
社
会
的
不
安
定
を
連
鎖
的
に
引
き
起
こ
し
、
民

衆
の
政
府
に
対
す
る
信
頼
、
共
産
党
の
正
当
性
、

そ
し
て
共
産
党
の
執
政
能
力
も
厳
し
い
試
練
に
さ

ら
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
九
月
一
九
日
に
中

国
共
産
党
第
一
六
期
中
央
委
員
会
第
四
回
全
体
会

議
で
採
択
さ
れ
た
「
党
の
執
政
能
力
建
設
の
強
化

に
関
す
る
党
中
央
の
决
定
」
で
は
、
党
の
執
政
能

力
、
執
政
効
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
と
し
て
、

「
指
導
幹
部
や
指
導
グ
ル
ー
プ
の
思
想
理
論
水
準

が
高
く
な
い
、
法
に
基
づ
く
執
政
能
力
が
高
く
な

い
、
複
雑
な
問
題
の
解
決
能
力
が
高
く
な
い
、
資

質
と
能
力
が
、『
三
つ
の
代
表
』
重
要
思
想
の
実

施
徹
底
、
小
康
社
会
の
全
面
的
建
設
と
い
う
要
求

に
合
っ
て
い
な
い
。
一
部
の
党
員
幹
部
は
、
仕
事

に
対
す
る
意
欲
や
責
任
感
が
弱
い
、
考
え
方
が
正

し
く
な
い
、
仕
事
ぶ
り
が
堅
実
で
な
い
、
大
衆
か

ら
離
れ
て
い
る
な
ど
の
問
題
が
際
立
っ
て
い
る
」、

「
一
部
の
党
員
は
先
頭
に
立
ち
模
範
を
示
す
と
い

う
役
割
を
発
揮
で
き
て
い
な
い
」、
腐
敗
が
深
刻

で
あ
る
と
い
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、

共
産
党
、
政
府
、
民
衆
が
「
吏
治
」
の
問
題
、
す

な
わ
ち
幹
部
管
理
の
問
題
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て

い
る
最
も
主
要
で
直
接
的
な
原
因
で
あ
る
。

　

胡
錦
濤
政
権
が
提
起
す
る
調
和
社
会
の
構
築
は
、

中
国
の
公
共
政
策
が
近
代
国
家
に
お
け
る
「
福
祉

国
家
」
政
策
へ
と
調
整
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
表
し

て
い
る
。
こ
の
国
家
の
役
割
転
換
、
あ
る
い
は
中

国
に
お
け
る
政
治
管
理
、
公
共
管
理
の
マ
ク
ロ
環

境
の
変
化
は
後
戻
り
で
き
な
い
現
実
と
な
り
、
今

後
も
長
期
に
わ
た
っ
て
続
く
と
み
ら
れ
る
。

　

近
年
、
中
国
は
旧
来
の
党
政
エ
リ
ー
ト
選
抜
方

式
を
変
え
る
た
め
、「
競
争
昇
進
」や「
公
開
選
抜
」

な
ど
数
多
く
の
改
革
を
行
い
、
法
制
化
し
た
（
参

考
文
献
④
）。
こ
の
制
度
整
備
は
、
政
策
環
境
の

変
化
、
お
よ
び
幹
部
管
理
の
問
題
に
対
す
る
積
極

的
な
対
応
措
置
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
は
自
国
の
発
展
と
安
定
に

対
す
る
強
い
危
機
感
か
ら
、
公
務
員
法
施
行
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
法
律
・
法
規
の
制
定
や
幹
部
選

抜
制
度
の
改
革
な
ど
を
通
じ
て
、
近
代
的
公
務
員

制
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
党
政
幹
部
の
有
効

な
管
理
を
実
現
し
、
最
終
的
に
社
会
の
有
効
な
管

理
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
改
革
の
意
図

が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
公
務
員

法
の
公
布
・
施
行
が
持
つ
政
治
上
の
象
徴
的
意
義

す
な
わ
ち
共
産
党
に
よ
る
一
党
支
配
体
制
の
維
持

を
法
制
化
し
た
こ
と
は
、
法
律
の
実
質
的
意
義
よ

り
大
き
い
と
い
え
る
。

　

そ
の
た
め
、
中
国
の
幹
部
管
理
の
新
し
い
制
度

設
計
が
現
状
の
構
造
的
な
問
題
に
う
ま
く
対
応
で

き
る
か
、
今
後
の
中
国
の
幹
部
管
理
制
度
改
革―
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共
産
党
と
大
衆
が
期
待
す
る
能
力
・
倫
理
の
向
上

―

を
推
進
で
き
る
か
、
さ
ら
に
幹
部
管
理
制
度
改

革
が
最
終
的
に
中
国
の
今
後
の
発
展
と
安
定
に
資

す
る
と
い
う
目
標
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を

検
討
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
中
国
の
制
度
変
革
と

構
造
転
換
を
見
る
た
め
の
重
要
な
指
標
と
な
る
だ

ろ
う
。

●
待
た
れ
る
伝
統
的
手
法
の
打
破

　

こ
こ
ま
で
中
国
に
お
け
る
社
会
条
件
の
激
変
か

ら
幹
部
管
理
の
問
題
と
そ
れ
へ
の
対
応
の
一
部
の

改
革
の
動
き
を
み
て
き
た
。

　

そ
れ
は
ま
ず
幹
部
管
理
の
法
制
度
の
樹
立
と
幹

部
の
能
力
・
効
率
の
向
上
な
ど
に
よ
る
社
会
条
件

の
変
化
に
伴
い
生
じ
た
諸
課
題
へ
対
処
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代
的
公
務
員
制
の
樹
立

と
い
う
中
国
に
お
け
る
幹
部
管
理
制
度
の
再
構
築

の
た
め
の
努
力
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
法
治
国

家
の
建
設
や
国
内
制
度
の
改
革
の
推
進
に
よ
っ
て

共
産
党
の
指
導
の
正
当
性
を
高
め
た
い
と
い
う
根

本
的
課
題
へ
の
対
応
で
も
あ
る
。

　

ま
た
、
公
務
員
法
が
従
来
の
幹
部
制
度
に
後
退

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
国

が
大
き
な
課
題
に
直
面
す
る
と
き
、
常
に
幹
部
の

能
力
・
効
率
の
向
上
や
党
へ
の
権
力
の
集
中
が
最

善
策
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
傾
向
は
今
後
も

続
く
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
党
の
支
配
構
造
の
安
定
性

の
維
持
と
正
当
性
の
新
た
な
獲
得
が
い
つ
も
中
国

の
最
大
の
課
題
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
け

で
は
な
い
。
現
実
に
共
産
党
に
代
わ
る
中
国
の
社

会
秩
序
維
持
の
担
保
装
置
が
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
と

い
う
要
因
に
加
え
、
伝
統
的
な
政
治
統
治
の
方
法

へ
の
過
度
な
依
存
意
識
や
そ
の
実
効
性
へ
の
過
信

が
依
然
と
し
て
根
強
く
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
現
在
の
激
変
す
る
社
会
状
況
の
下

で
は
、
伝
統
的
な
政
治
統
治
の
方
法
の
限
界
は
す

で
に
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
。

　

今
後
中
国
は
、
幹
部
管
理
や
政
治
統
治
の
新
た

な
制
度
設
計
な
ど
政
治
改
革
の
具
体
的
な
方
向
性

の
追
求
と
い
う
根
本
的
な
課
題
に
直
面
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
。

　

た
だ
し
こ
の
場
合
、
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
第

一
に
、
国
家
目
標
と
し
て
「
中
国
の
特
色
あ
る
社

会
主
義
の
建
設
」
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
伝
統
的
計
画
経
済
体
制
へ
の
回
帰
で
も
な

く
、
西
側
諸
国
の
制
度
そ
の
も
の
で
も
な
い
、
中

国
独
自
の
「
第
三
の
道
」
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
す
ぎ
ず
、

内
容
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
改
革
の

到
達
点
に
対
す
る
理
論
的
準
備
や
制
度
枠
組
み
の

設
計
を
長
い
間
怠
っ
て
き
た
結
果
で
あ
り
、
現
在

も
深
刻
な
思
考
停
止
状
態
に
あ
る
。
国
家
目
標
を

設
定
で
き
な
け
れ
ば
、
中
国
の
政
治
統
治
の
根
幹

に
関
わ
る
幹
部
管
理
を
含
む
い
か
な
る
政
治
改
革

の
実
験
も
失
敗
に
終
わ
る
可
能
性
が
大
き
い
。

　

第
二
に
、
こ
こ
ま
で
中
国
に
お
け
る
利
益
の
多

元
化
な
ど
政
策
環
境
の
激
変
を
指
摘
し
て
き
た
が
、

そ
れ
は
社
会
や
民
衆
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、
公

務
員
や
す
べ
て
の
公
的
機
関
の
幹
部
層
に
も
存
在

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
中
国
に
は

公
的
部
門
と
そ
の
人
員
が
管
理
可
能
な
公
共
資
源

の
増
大
や
福
祉
国
家
政
策
へ
の
転
換
に
伴
う
そ
の

権
力
の
増
大
の
問
題
に
つ
い
て
も
提
起
し
た
。
し

か
し
、
同
時
に
社
会
の
領
域
が
拡
大
し
、
利
益
集

団
や
民
間
部
門
や
個
人
な
ど
に
対
し
、
国
家
が
従

来
の
よ
う
に
統
制
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
今

後
の
改
革
過
程
に
お
い
て
は
、
常
に
異
な
る
利
益

主
体
の
衝
突
が
予
想
さ
れ
、
政
策
対
象
の
意
思
を

無
視
す
る
改
革
の
方
法
は
も
は
や
通
用
し
な
く
な

る
。
そ
の
た
め
、
今
後
は
改
革
の
手
法
、
改
革
推

進
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
再
構
築
が
求
め
ら
れ
る
。

（
は
く　

ち
り
つ
／
北
京
大
学
政
府
管
理
学

院
副
教
授
）
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